
・陥没箇所のボーリング①では、トンネル上部までの地盤の緩みを確認しました。

・トンネルから東側のボーリング⑥および西側のボーリング⑦では緩みは確認されませんでした。

（1-1断面）

（1-1断面）

12

調査結果［陥没・空洞箇所周辺の地盤状況］

N値
50以上

N値
4～22

N値
33～50以上



トンネル直上部以外

・音響トモグラフィによる調査結果、トンネル直上部以外では地盤の緩みや空洞の存在は
確認されませんでした。

④⑥ ⑤-B ⑧-A ① ⑤ ⑤-A
速度Vｐ（ｋm/s）

地盤が固い

地盤が緩い
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④

⑦

⑧-A

⑧ ③

②

⑥

①
⑤ ⑤-A

⑤-B

⑯ ⑨

空洞② 空洞① 空洞③
陥没箇所

凡 例

：深層ボーリング

：浅層ボーリング

トンネル直上部

調査結果［陥没・空洞箇所周辺の地盤状況］
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調査結果［陥没・空洞箇所周辺の地盤状況（振動計測結果）］

・陥没箇所周辺はシールド掘進の振動が地上に伝達しやすい地盤であったと考えられます。
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陥没箇所周辺の地盤

地質縦断図

陥没・空洞の推定メカニズム ［陥没箇所周辺の地盤］

3/26

3/26

北多摩層 東久留米層 舎人層 江戸川層



・ 単一の砂層であり、煙突状に変状が伝わりやすい層
・ 振動が伝わりやすい層

※塑性流動性…ほど良い固さの土ということ

5～10m

47m

塑性流動性が良好な土砂 塑性流動性が不良な土砂

陥没・空洞の推定メカニズム ［陥没箇所周辺の地盤］

・ 薄い層厚
※ 陥没箇所は埋土、空洞箇所は原地盤（硬質なローム層）

・ 礫が卓越し、細粒分が極めて少なく、
地山の塑性流動性※・止水性の確保が困難
→空隙を気泡で充填することにより土砂を泥土化
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○ 陥没・空洞箇所周辺は、次の全てに該当する、東京外環全線の中で特殊な地盤条件
①塑性流動性・止水性の確保が困難な掘削断面、②変状が伝わりやすい掘削断面上部、③薄い層厚の表層部



陥没・空洞の推定メカニズム ［カッター回転不能に至る現象と解除作業手順］
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○ 陥没・空洞箇所の下部がトンネル方向に局所的に引き込まれている現象が調査によって確認されて
おり、特殊な地盤条件下においてカッター回転が回転不能になる事象（閉塞）を解除するために行った特
殊な作業に起因するシールドトンネルの施工が陥没・空洞事故の要因と推定される。



今回の陥没や空洞形成は、礫が卓越して介在する細粒分が極め

て少ない砂層が掘削断面にあり、単一の流動化しやすい砂層が地

表付近まで続くという、東京外環全線の中で特殊な地盤条件となる

区間において、チャンバー内の良好な塑性流動性・止水性の確保が

困難となり、カッターが回転不能になる事象（閉塞）が発生し、これを

解除するために行った特別な作業に起因するシールドトンネルの施

工が要因であると推定された。

また、結果として土砂の取込みが過剰に生じていたと推定され、施

工に課題があった。
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陥没・空洞の推定メカニズム ［まとめ］

（有識者委員会報告書「はじめに」より抜粋）



＜推定メカニズム＞

○ カッター回転不能（閉塞）時の対応

・工事を一時中断し、原因究明と地表面に影響を与え

ない対策を十分に検討

・地盤状況を確認するために、必要なボーリング調査

等を実施する

③ 排土管理の強化

・これまでの排土管理に加えて、より厳しい管理値や

気泡材を控除しない新しい管理項目を設定

・管理値を超過した場合には、添加材の種類変更等の

対応を適切に実施

① シールド掘進地盤に適した添加材の選定等

・細粒分が少なく、均等係数が小さいなどの特殊な地

盤については追加ボーリングを実施

・土質調査結果を踏まえ、事前配合試験を実施し、

添加材を選定

② 塑性流動性とチャンバー内圧力のモニタリング

と対応

・チャンバー内圧力勾配などをリアルタイムに監視

・手触に加え、都度、試験により排土性状を確認

・適正なチャンバー内圧力の設定

（掘進前）

（掘進中）

（掘進中）

【万が一、閉塞が生じた場合】

○閉塞及び閉塞を解除するための作業
・礫が卓越し、細粒分が少ない地盤では塑性流動
性・止水性の確保が難しく、夜間休止時間にチ
ャンバー内の土砂が分離・沈降し、締固まって
しまい閉塞

・その閉塞解除のために、土砂を一部排出し、直
ちに排出土砂分の起泡溶液と置き換える特別な
作業を行う過程で、土圧の均衡がとれず

・地山から土砂がチャンバー内に流入

・地山に緩みが発生

○閉塞解除後の掘進

・掘削土の塑性流動性を保つため、通常より多く
の気泡材を注入

・閉塞を解除するための作業により緩んだ地山に
気泡材が浸透し、一部が回収されず。

・掘削した地山重量を過少に評価され、土砂の取
り込みが想定より過剰に生じた

・地山の緩みが拡大

○過剰な土砂取込みを生じさせない対応

・切羽を緩めない対応

・添加材の未回収傾向を把握

・排土量管理の強化

○掘削土砂を分離・沈降させない、

閉塞させない対応

・一定時間にわたり掘削土砂の塑性流動

性・止水性を確保

○切羽を緩めない対応

再発防止対策（陥没・空洞事故を発生させない取り組み）について
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再発防止対策（陥没・空洞事故を発生させない取り組み）について

追加ボーリング箇所

シールド掘進地盤に適した添加材の選定

○陥没・空洞箇所周辺と同様の細粒分が少なく、均等係数が小さい地盤について、今後必要に応じて追加ボーリングを実施し、地盤の
再確認を行います。

○追加ボーリングなどから得られる土質調査結果を踏まえて事前配合試験を行い、地盤に適した添加配合を再確認します。

掘削土量管理項目と管理値

○掘削土量は1次管理値を10％→7.5%、2次管理値を20％→15％へ変更します。
○設計掘削土量と比較する「排土率」を管理項目に追加し、１リング毎に管理を行います
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○一時滞在先の提供
・振動・騒音（低周波含む）の緩和対策と併せ、特に振動・騒音を気になされる方へ掘進期間中に一時的に滞在可能な場所を確保・提供。

○地表面変状の把握
・交差する公道上において水準測量により地表面変位を確認し、最大地表面傾斜角と鉛直変位をホームページや現場付近に設置する
掲示板（※2）にて定期的に公表。（１回／週、地表面変位が収束するまで）（追加）

※地表面変状は掘進前後の最大地表面傾斜角（1,000分の1rad以下）により管理。

・ＧＮＳＳや合成開口レーダーを活用し、掘削済区間の地表面変位の傾向を把握。（継続）

○振動・騒音のモニタリングの強化
・振動計測器を現地に設置し、速報値を表示。
・振動・騒音の測定頻度の見直し（概ね500m掘進毎 概ね100m）
・測定結果をホームページや現場付近に設置する掲示板（※2）にて定期的に公表。

○掘進完了区間における巡回監視の強化
・掘進後概ね1か月程度、24時間体制で毎時1回の頻度で監視員が徒歩にて巡回し、地表面等の異常の有無を確認。（継続）
・1か月経過以降においても掘進完了区間全線について、毎日1回の頻度で監視員が車両等にて目視で巡回。（追加）

○自治体と連携した路面下空洞調査の実施
・今後掘進する区間の通過前後で、公道において路面下空洞調査を実施。

○シールド工事の掘進状況、モニタリング情報の提供
・お知らせチラシの配布頻度について、従来の通過前１か月に加え、通過直前、通過後にも実施。
・ホームページや現場付近に設置する掲示板（※2）にて、シールド工事の掘進状況やモニタリング情報をお知らせ。
・施工データについて、東京外環トンネル施工等検討委員会において確認後適切に公表していく。
・シールドマシン掘進位置を周辺地域住民にお伝えするため、地表部に現在位置を明示する目印（※2）を設置。
・陥没箇所周辺において、周辺地域住民に地盤補修工事の状況等をお伝えすることや現場巡視拠点とするための現場事務所を設置。

○振動・騒音の緩和
・シールドマシン前方から外周部へ滑剤を注入し、マシン前進時にマシンと周辺土砂との間の摩擦で生じる振動・騒音を緩和。（※1）
・掘進速度の調整によりカッターヘッドが土砂礫を削り取る際の掘削音を緩和。（※1）
・シールドジャッキの長さ調整により、シールドマシン本体の振動・騒音を緩和。（※1）

・陥没・空洞事故発生時の対応や、振動・騒音対策等上記の内容を追加し、説明会等により周知する。

①振動・騒音対策

②地表面変状の確認

③地域住民の方への情報提供

⑤「トンネル工事の安全・安心

確保の取組み」の見直し

※1：状況に応じて実施
※2：設置箇所・手法は自治体と調整

・チャンバー内の土砂分離を防止し、チャンバー内の圧力を適切に保つために定期的にカッターを回転させて土砂を攪拌する。（継続）
・長期間停止する場合は、水準測量及び巡視により地表面変位の監視を強化。（追加）

④シールドマシン停止に伴う

保全措置

再発防止対策（地域の安全・安心を高める取り組み）について
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＜想定される振動・騒音発生メカニズム＞
１．前進する際に、シールドマシンのスキンプレートと周辺の土砂の

摩擦から発生する振動・騒音

２．シールドマシンのカッターヘッドで、地山を削り取る際に
発生する振動・騒音

○東つつじケ丘周辺では、礫が卓越して介在し、単一の砂層が地表面近くまで連続しており振動・騒音が地上
に伝達しやすい地盤であったと考えられます。
○今後の掘進においては振動・騒音対策を地域の安全安心を高める取り組みの一部として実施していきます。

＜振動・騒音緩和対策＞

・スキンプレートと地山との間に滑剤を充填することにより摩擦低減。
（状況に応じて実施）

・掘進速度の調整によりカッターヘッドが土砂礫を削り取る際の振動・騒音を
緩和。（状況に応じて実施）

・滑剤 摩擦の低減効果が大きい安定性に優れた材料を選定

滑剤例

・シールドジャッキの可動長を短い状態で運用することで、ジャッキの振れ幅を
抑制しシールドマシン本体の振動・騒音を緩和。（状況に応じて実施）

【調整前】

【調整後】
全ジャッキ伸長後にセグメントを組立

ジャッキ伸長途中でセグメントを組立

ジャッキの長さ調整による掘進

再発防止対策（地域の安全・安心を高める取り組み）について
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○地表面変状の確認として、水準測量結果の定期公表と巡回監視強化

水準測量 警戒車両巡回員

路面下空洞探査車（車載型レーダー） ハンディ型地中レーダー 掲示板（イメージ） HP（イメージ）

＜路面下空洞調査＞
・マシン通過前後に、空洞探査車の走行（狭隘部は作業員によるハン

ディ型の探査機使用）を行い、路面の空洞調査を実施

＜情報提供＞
・掲示板やホームページ、お知らせチラシ等を活用し、シールド工事の掘進状況やモニタリン

グ情報をお知らせ

＜水準測量結果の定期的な公表＞
・水準測量により工事前後の地表面変位を確認し、最大地表面傾斜角

と鉛直変位を定期的に公表

＜巡回監視の強化＞
・掘進後概ね1か月程度、２４時間体制でシールドマシンの掘進工事箇所周辺を警戒車両等に

より巡回を実施

・1か月経過以降においても掘進完了区間全線について、毎日1回の頻度で巡回を実施

再発防止対策（地域の安全・安心を高める取り組み）について

○「トンネル工事の安全・安心確保の取組み」の見直し
・“地域の安全・安心を高める取り組み”を追加

○地域住民の方への情報提供として、路面下空洞調査の実施と掲示板等によるモニタリング情報のお知らせ

○シールドマシン停止に伴う保全措置
・チャンバー内の土砂分離を防止し、圧力を適切に保つために定期的にカッターを回転させて土砂攪拌
・長期間停止する場合は、水準測量及び巡視により地表面変位の監視を強化
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